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◎新潟県告示第125号 

漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第137号）第39条第５項第２号の規定により、放置等を禁止

する漁港及び区域並びに同区域内において放置等の行為を禁止する物件を次のとおり指定し、令和８年３月９日

から適用する。 

令和８年２月27日 

新潟県漁港管理者 

新 潟 県 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 放置等禁止区域を指定する漁港 

第２種 白瀬漁港、水津漁港（片野尾地区を含む｡)及び小木漁港（琴浦地区を含む｡) 

第３種 両津漁港（加茂湖地区を含む｡) 

第４種 粟島漁港 

２ 放置等禁止区域 

各漁港の漁港区域全域で別紙図面に示す斜線部の範囲内の区域 

３ 放置等の行為を禁止する物件 

(1) 船舶及びその部品 

(2) 車両 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条に規定する廃棄物 
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